
令和７年度 第６６回 新潟市中学校体育大会 全体要項 

 

 

１  趣旨 

（１）  運動部活動・地域クラブ活動の成果を競い、大会を通して体育・スポーツの振興を図る。 

（２） 新潟県中学校総合体育大会への予選を兼ねる。 

 

２  主催      

新潟県中学校体育連盟  新潟市中学校体育連盟 

 

３ 共催    

新潟市教育委員会 

 

４ 後援  

新潟市  （公財）新潟市スポーツ協会 

   

５  期日    

令和７年６月 ９日（月）・１０日（火）【サッカー・ソフトテニス】 

      １２日（木）・１３日（金）【陸上競技】 

         １４日（土）      【サッカー・ソフトテニス】 

       １６日（月）・１７日（火）・２１日（土）【他競技】 

       ２０日（金）・２１日（土）【体操（下越・中越地区と合同開催）】 

※ 最大３日間開催 

 

 （１） 各専門部で実施・順延、その他の対応について判断する。 

    ※ 雨天の場合、翌日に順延する。実施できるまで土日も含めて連続で順延する。 

（２） 専門部は、前日１５：３０に大会実施判定を行い、大会本部へ連絡する。大会本部は、

１６：００に県中体連ホームページ（INFORMATION）に大会実施判定結果を掲載する。各

学校への連絡は行わない。 

  

６  会場      

事務局で調整する。（別紙） 

 

７ 日程 

   各競技とも９：００以降から競技を開始し、１５：００以降１６：３０には終了することを

原則とする。 

 

８  競技種目 

     陸上競技 水泳 バスケットボール サッカー 軟式野球 体操 新体操 

バレーボール ソフトテニス テニス 卓球 バドミントン ソフトボール 柔道 剣道 

 

９  参加資格 

  （１） 選手は、当該校の校長が承認した生徒であること。もしくは、新潟県中学校体育連盟へ

参加認定を申請し、承認された団体に所属している中学生であること。 

（２） 大会参加は全競技を通じて一人１競技とする。 



  （３） 全国大会に定められている〔参加資格の特例〕については、本大会にも準用する。 

（４） 引率者・監督は当該校の校長・教員・部活動指導員であること。但し、引率者監督の特

例については、〔県大会への外部引率者の特例細則の規定〕通りとする。コーチ・マネー

ジャーは、〔新潟県中学校総合体育大会開催基準要項〕に準ずる。県総体要項に認められ

た競技以外のコーチ・マネージャーを認める場合は、専門部内で共通理解を図り、常任

理事会で承認を得ること。外部指導者の登録については、競技別要項を参照する。〔新潟

県中体連ＨＰ（http://niigata-chutairen.jp/）〕 

（５） 中学校教員は他校の外部指導者（コーチ）にはなれない。 

（６） 合同チームの編成については〔県中体連の規程〕通りとする。 

 

10  競技方法・規則 

    競技は、各競技別要項により実施する。  

 

11 申込み 

   県中体連ＨＰから必要書類をダウンロードし、申し込む。 

 

12  組合せ 

（１） 組合せ結果は、専門部ごとに県中体連ＨＰに掲載する。組合せ結果によって会場が決ま

るバスケットボール・サッカー・軟式野球・バレーボール・ソフトテニス専門部（ＨＰ

担当者）は、組合せ結果を５月１２日（月）までに県中体連ＨＰに掲載する。 

（２） （１）以外の専門部（ＨＰ担当者）は、組合せ結果（陸上・水泳は競技プログラム）を

５月２３日（金）までに県中体連ＨＰに掲載する。ただし、バドミントン競技は５月３

０日（金）までに掲載する。 

（３） 専門部長は競技役員一覧を５月２６日（月）までに市中体連事務局にメール送信する。 

 

13 表彰 

 （１） 団体競技 

① 各種目とも３位まで賞状を授与する。 

② 団体１位、リレー１位のチームに個人賞状を授与する。 

（２） 個人競技 

    ① 各競技とも、８位以内に賞状を授与する。 

② 但し、柔道は３位以内、新体操は６位以内に賞状を授与する。 

（３） 陸上競技、水泳競技のリレーの８位までに賞状を授与する。 

 

14 式典 

（１） 大会の開・閉会式は、原則行わない。 

（２） 各競技の判断で、競技別に平易な式典（開始式、表彰式）を行ってもよい。ただし、必

要最低限のものとし、選手や役員等全員の参加を求めない。 

                

15  輸送                                                                       

  （１） バスは学校・地域クラブ単位・タクシーは部活動・地域クラブ単位で申し込みを行う。 

 （２） 申込期間 ： ５月７日（水）～５月１５日（木）１７：００まで 

 

 

 



16  役員 

  （１） 競技役員は顧問教師、地域クラブ関係者及び生徒で分担し、止むを得ない時に限り事務

局と協議し、了解を得てから顧問教師外及び外審を委嘱することができる。 

  （２） 競技役員の編成には、参加校の事情等を十分考慮する。初日あるいは２日目に敗退・終

了した学校の顧問、地域クラブ関係者については、２日目以降の業務をできるだけ少人

数にとどめるように工夫・努力する。 

  （３）  救護係の配置については、養護教諭部会で決定し、後日各校に委嘱し各部長に連絡する。

各会場に必ず救護所を設け、その位置を明確にし、選手に連絡をする。 

（４） 大会の役員の構成は次の基準による。 

     委員長 ：◎印のある代表顧問 

副委員長：◎印以外の顧問 

総務  ：専門部長        

委員  ：幹事 他 

会場係 ：会場の管理及び終了後の清掃点検など 

        生徒管理：選手の指導監督、会場付近の巡視など 

        記録連絡：プログラムへの成績記録、大会本部への結果報告 

 

17  大会本部 

新潟市中学校体育連盟 事務局（白新中学校）  梅津 雅史   ℡ 070－4036－7178 

 

18  結果報告 

   専門部（ＨＰ担当者）が、原則その日のうちに県中体連ＨＰに掲載する。 

     

19  競技別要項 

  （１） 競技別要項は４月中の顧問会で審議し、４月１７日（木）第１回常任理事会で決定する。 

 （２） 専門部（ＨＰ担当者）は、各競技の要項・申込書を４月２１日（月）までに県中体連Ｈ

Ｐに掲載する。 

  

20  その他 

  （１） 競技用具は全て参加校持ち寄りとし、若干の消耗品は種目配当予算より支出する。 

  （２） 外部審判員の派遣依頼状は事務局で用意し、部長が記入し発送する。外部審判員への報

酬は、一人 1 日あたり 2，800 円とし、新潟市が支払う。 

  （３） 顧問教師の役員委嘱は役員一覧表をもって委嘱状に替える。 

  （４） 救護係の委嘱状は、養護教諭部が決定した一覧表で替える。 

（５） 各競技別要項に『生徒指導の申し合わせ事項』の項目は、設けない。『新潟市中学校体育

（新人）大会の生徒指導について』（別紙）を参照し、マナーの向上に努める。 

（６） 県大会の申込みは、専門部長（代表者）が出場校（者）の書類を全て取りまとめて、新

潟市中体連事務局へ申込む。 

① 申込日時  令和７年６月２３日（月） １３：３０～１６：３０ 

       ② 申込先   新潟市中体連事務局（白新中学校） 

③ 参加料   一人１，０００円 

④ その他    県大会出場権を得た学校は、会場で専門部への申込を完了すること。 


